
「介護輸送に係る法的取扱いについて」に寄せられた御意見と当省の考え方 

項目 御意見 厚生労働省・国土交通省の考え方 

（訪問介護

サービス等

の提供に伴

うＳＴＳの

取扱い） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業許可の緩

和について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８０条許可の

緩和について 
（訪問介護員

等の自己車

両を含む） 
 
 
 
 
 
 

○ 福祉事業の営業政策が行いやすいよう料

金設定等事業者が営みやすい基準設定を

すべき。 
 
○ 保険適用者で不特定多数の旅客を対象と

していないことから、指定訪問介護事業者

に道路運送法上の許可は必要ないのでは

ないか。また営利事業者と非営利事業者を

区別して扱うのはおかしい。公平に競争す

べき。 
 
 
 
 
 
○自家用有償運送の許可についても、事故の

場合の責任体制等輸送の安全確保に関する

措置、ニ種免許取得の義務付け、実績報告

などの審査を義務付けるべき。また対外的

に識別できるよう表示についても義務付け

るべき。 
 
 
 
 
 

○ 事業参入を促進するよう現行審査基準

によらず最低車両数・運賃設定等の弾力

的な取扱いを図ることとします。 
 
○ 介護保険の適用を受けて介護サービス

事業者が行う要介護者等の輸送につい

ては、原則として事業許可を求めること

としています。しかしながら公共の福祉

の観点から高度の要請が認められる介

護輸送については、営利を目的としない

非営利法人が低廉な料金で運送を行う

場合、法第８０条許可によることができ

るものとしたところです。 
 
 
○ 自家用自動車有償運送許可については、

輸送の安全と利用者利便の確保を前提

として地方公共団体が主宰する運営協

議の場において、運転者の要件、損害賠

償能力等の要件を満たしているかの判

断を行うこととしており、更新時に輸送

活動の状況等の報告を求めることとし

ます。 
また、外部から認識できるように使用自

動車に許可を受けた旨の表示を義務付

けることとします。 



項目 御意見 厚生労働省・国土交通省の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○悪質なＮＰＯも多い中、規制緩和は不正に

つながるのではないか。 
 
 
 
 
○ＮＰＯ等の輸送については、ボランティア

輸送の現状及び利用者の実態を踏まえ、運

送主体・輸送対象者の限定、二種免許の義

務付け、車両の限定を行わず、活動を萎縮

させないで欲しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 運営協議会は、市区町村で設けられないと

きは都道府県単位でも設置可能とし、権

限、構成及び運営はボランティア活動を抑

制、阻害する要因とならないこと。 
 
 
○介護報酬を受け、もしくは輸送の対価を収

受している場合は、道路運送法の事業許可

○安全確保、利用者利便の面からも許可を

受けたＮＰＯ等については、付された条

件が遵守されているか期間更新時の運営

協議の場において検証することとしま

す。 
 
○ ＮＰＯ等の福祉輸送については、地域に

おける輸送状況を踏まえ、公共交通機関

で賄えない需要に対応するための福祉

目的であり、旅客輸送の安全確保及び利

用者の利益利便の保護を十分図られて

いると認められるものについて法８０

条による許可を認めることとなるため、

運送主体、対象者、車両等についての要

件を示すこととします。また、使用車両

としてセダン型等の一般車両を認める

ことについては、新たな特区措置により

実施し検証したうえで判断することと

しています。 
 
○ 運営協議会の設置については、市町村単

位を基本とするが、地域の実情に応じ

て、交通圏、経済圏等を勘案して複数の

市町村又は都道府県が主宰することが

できるものとします。 
 
○ 公共の福祉の観点から高度の要請が認

められる介護輸送については、営利を目



項目 御意見 厚生労働省・国土交通省の考え方 

 
 
 
 
 
（指定痛所

介護サービ

ス等の提供

に伴うＳＴ

Ｓ の 取 扱

い） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（重点指導

期間） 

 
 
 
 
 
自家輸送と取

り扱うことに

ついて 
 
 
 
 
 
 
 
外部委託の促

進について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

をとらせるべき。  
 
 
 
 
○ 送迎加算を受けている場合は「有償運送」

であり、道路運送法上の許可を義務づける

べき。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 施設送迎を外部委託する場合には、原則と

して、道路運送法の許可を受けた事業者に

対して委託すること。 
 
 
 
 
○ 業務適正化、許可取得等に係る指導、啓発

を行う重点指導期間は、適切な期間を設定

すべきである。 
 
 
 

的としない非営利法人が低廉な料金で

運送を行う場合、法第８０条許可による

ことができるものとしたところです。 
 
 
○ 送迎加算については自己負担額が極め

て些少で有償性に乏しいこと、施設と利

用者との関係が継続的かつ一体的で内

部的なものと考えられることなどから

自家輸送と扱うこととしました。なお、

一般的に様々な施設送迎のうちどのよ

うな輸送形態のものが自家輸送と判断

されるか検討することとします。 
 
 
○ 施設送迎を外部委託する場合には、安全

性等の観点から、道路運送法による許可

を受けた旅客自動車運送事業者に委託

を行うことが適切であると考えている

ところです。 
 
 
○重点指導期間については、業務の適正化

が速やかに図られること、許可の取得に

無理な期間とならないこと、などの観点

を踏まえ、今後の実態も見ながら適正な

期間を設定することとします。 




